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史上最高賠償額の判例紹介

李英艶 所長、訴訟代理人、弁理士
+86-186-0124-1069 liyingyan@linnip.com
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最高賠償請求額
判例

In f r ingement
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史上最高賠償請求額

iPod
iPhone
iPad

Siri
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史上最高賠償請求額

チェットロボットシステム
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史上最高賠償請求額

2018-11-01 
最高裁の口頭審理

2004年
特許出願

2009年
特許登録

2011年
Siri発表

2012年11月
無効審判請求

2013年9月
特許有効審決

2014年 一審
アップルの訴求を拒絶

2014年 二審 アップル勝訴
有効審決の撤回

2016年
最高裁への再審請求

2012年6月
侵害訴訟提起

2007年Siriが設立、 2010年アップルが 2億ドルで買収

2020-06-28 
最高裁の権利有効判決

2020年8月
上海裁判所に侵害訴訟提起
100億元の賠償額
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史上最高賠償請求額

ゲーム機能に関し

通信モジュールの一端に、ゲームサーバ、サーチサーバ、

人工知能サーバが接続されているとの内容のみが記載

請求項１：

チェットロボットは、サーチサバ―及びそれと対応するデー

タベース及びゲームサーバを有し、

……、

対応するサーバは、人工知能サーバ、サーチサーバ、及び

ゲームサーバを含む。
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史上最高賠償請求額

争点

• 明細書の十分公開与否
ゲーム機能は付加的な特徴であるか、必須な特徴であるか

• 請求項の明確与否
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史上最高賠償請求額

争点

一審判決 二審判決
本発明の目的は、 擬人化対話を実現するもの

である。

ゲーム機能は、擬人化対話に基づいて実現され

た付加的な機能であり、本発明の必須な技術的

特徴ではない。

本発明の目的は、 擬人化対話を実現するものである。

ゲーム機能は、サーチ機能及び対話機能と同じ、擬人化

を実現するための一つの表現形式であり、必須な技術的

特徴であり、明細書においては、ゲーム機能を如何に実

現するかについて、十分に説明しなければならない

ゲーム機能は付加的な特徴であるか、必須な特徴
であるか
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史上最高賠償請求額

争点

一審判決 二審判決

明細書では、如何にゲーム機能を実現するかについて、

詳細に記載していないものの、当業者はサーチ機能、

対話機能の実現方式を通じて、ゲーム機能の実現方式

を推測することができる。

これは、明細書の開示内容に基づいて直接または概括

して得られる内容であって、明細書の記載範囲を超え

ていない

明細書では、ゲーム機能を実現するとのアイデアのみ

が記載され、ゲームサーバ及び他の部材との接続方式

について明確に記載されておらず、明細書に記載され

ている接続方式により、ユーザのオーダーをゲーム

サーバに送付することができず、ゲーム機能を実現す

るための内容を十分に開示されていない。

明細書の十分公開与否
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史上最高賠償請求額

争点 最高裁判所の判断

STEP 1 STEP 2

ゲーム機能は、既存技術に存在す

る共通な特徴であるか？

ゲーム機能は、既存技術に区別で

きる特徴であるか？

審査指南第2部分第2章:

具体的な実施例において、既存技術又は最も近い引用文献

に対して共通な特徴である場合、通常詳細に記載しなくて

もよい。しかしながら、発明又は実用新案が既存技術に区

別される技術的特徴について、当業者が実施できるように

詳細に記載しなければならない。
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史上最高賠償請求額

争点

最高裁判所の判断

発明の
実現

課題の
解決

効果の
実現

同時に三者を満たす

専利法第26条第３項の明細書の十分公開要件を満たす
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鉦霖紹介

In fo rmat ion
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鉦霖紹介

組織
OrganizatioN

本社：北京
北京鉦霖知識産権代理有限公司

支社：蘇州
北京鉦霖知識産権代理有限公司

法律事務所：北京
北京鉦霖法律事務所

米国オフィス

鉦霖知識産権

河北オフィス
北京鉦霖知識産権代理有限公司

1

2
3

4

5



China Beijing |  China Suzhou  |  China Hebei  |  US Washington DC                                                       Copyright  ©  2020    Li & N IP   |   Li & N Law Firm

鉦霖紹介

北京
本社

北京 朝陽区 望京 SOHO  T2-1-0910

Tel: +86-10-6478-8368

E-mail: info@linnip.com

URL: www.linnip.com

mailto:info@linnip.com
http://www.linnip.com/


China Beijing |  China Suzhou  |  China Hebei  |  US Washington DC                                                       Copyright  ©  2020    Li & N IP   |   Li & N Law Firm

鉦霖紹介

弁理士 21名

平均経歴 9年

パートナー 7名

平均経歴 16年

事務管理 12名

平均経歴 8年

CHECKLIST 管理法

66 名 総計

弁護士 5名

訴訟代理人 4名

原審査官 4名

弁理士及び技術者 40名
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鉦霖紹介

40 名
弁理士及び技術者

弁理士 8名

技術者 8名

9名

弁理士 6名

技術者 4名

16名

15名

弁理士 7名

技術者 9名

機械

電子通信

化学バイオ
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鉦霖パートナー紹介

FENG Zhi Yun
YU Chang Feng

LI  Ying Yan

Lv XiaozhangLI Zhi XinFANG ChenChen Jun 
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2-1-0910, Wangjing SOHO, No. 10,Wangjing Road, 

Chaoyang District, Beijing  100102, China

Tel: +86-10-6478-8368 FAX: +86-10-6478-8398

E-mail: info@linnip.com URL: www.linnip.com

Li & N Your Best IP Partner

Thank You!

mailto:info@linnip.com
http://www.linnip.com/

